
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者の方へ】 

 ◎ 子どもの目の前で夫婦喧嘩をすることは、日本  

  の法律では「子どもへの心理的虐待」と定められ 

  ています。 

 ◎ 子どもの健康な成長のため、面前での夫婦喧嘩 

  （暴力）は絶対にしないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 狭山警察署 
２９５３－０１１０（代） 
               

   

 

★ 電話が掛かってきた際は 

 直ぐに電話に出てはいけま 

 せん。 

★ 録音した音声で相手を確認 

 してから電話に出ましょう。 
 

埼玉県警察犯罪被害者支援室 

 ★電話 0120-381—858（ＦＡＸ兼用） 

性犯罪被害相談電話（ハートさん） 

 ★電話 #8103 又は 0120-83-8103 

 

 


